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第95回定時株主総会招集ご通知における
法令及び定款に基づくインターネット開示事項

会社の新株予約権等に関する事項
業務の適正を確保するための体制
連結株主資本等変動計算書
連 結 注 記 表
株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
個 別 注 記 表

第95期（2018年４月１日～2019年３月31日）

法令及び当社定款の規定に基づき、当社ウェブサイトに掲載することにより､ご提供しているも
のであります｡（http://www.riken.co.jp）

表紙
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１．会社の新株予約権等に関する事項
　会社役員に対する新株予約権の状況（2019年３月31日現在）
（2014年６月25日開催の取締役会決議によるもの）

・新株予約権の数 139個（新株予約権１個につき100株）
・目的となる株式の種類及び数 普通株式　13,900株
・権利行使価格 100円（新株予約権１個当たり）
・権利確定条件 当社の取締役及び執行役員の地位を喪失した日の翌日以

降、権利行使をなしうるものとする。但し、権利を放棄した
場合、当該権利を行使することはできない。

・権利行使期間 2014年７月15日～2044年７月14日
・上記のうち当社役員の保有する未行使の新株予約権の状況

区 分 新 株 予 約 権 の 数 目的となる株式の種類及び数 保 有 者 数
当 社 取 締 役
(社外取締役を除く) 94個 普通株式　　　　　　9,400株 ６名

（2015年６月23日開催の取締役会決議によるもの）
・新株予約権の数 152個（新株予約権１個につき100株）
・目的となる株式の種類及び数 普通株式　15,200株
・権利行使価格 100円（新株予約権１個当たり）
・権利確定条件 当社の取締役及び執行役員の地位を喪失した日の翌日以

降、権利行使をなしうるものとする。但し、権利を放棄した
場合、当該権利を行使することはできない。

・権利行使期間 2015年７月15日～2045年７月14日
・上記のうち当社役員の保有する未行使の新株予約権の状況

区 分 新 株 予 約 権 の 数 目的となる株式の種類及び数 保 有 者 数
当 社 取 締 役
(社外取締役を除く) 105個 普通株式　　　　　　10,500株 ６名

－ 1 －
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（2016年６月24日開催の取締役会決議によるもの）
・新株予約権の数 252個（新株予約権１個につき100株）
・目的となる株式の種類及び数 普通株式　25,200株
・権利行使価格 100円（新株予約権１個当たり）
・権利確定条件 当社の取締役及び執行役員の地位を喪失した日の翌日以

降、権利行使をなしうるものとする。但し、権利を放棄した
場合、当該権利を行使することはできない。

・権利行使期間 2016年７月14日～2046年７月13日
・上記のうち当社役員の保有する未行使の新株予約権の状況

区 分 新 株 予 約 権 の 数 目的となる株式の種類及び数 保 有 者 数
当 社 取 締 役
(社外取締役を除く) 162個 普通株式　　　　　　16,200株 ６名

（2017年６月22日開催の取締役会決議によるもの）
・新株予約権の数 196個（新株予約権１個につき100株）
・目的となる株式の種類及び数 普通株式　19,600株
・権利行使価格 100円（新株予約権１個当たり）
・権利確定条件 当社の取締役及び執行役員の地位を喪失した日の翌日以

降、権利行使をなしうるものとする。但し、権利を放棄した
場合、当該権利を行使することはできない。

・権利行使期間 2017年７月13日～2047年７月12日
・上記のうち当社役員の保有する未行使の新株予約権の状況

区 分 新 株 予 約 権 の 数 目的となる株式の種類及び数 保 有 者 数
当 社 取 締 役
(社外取締役を除く) 115個 普通株式　　　　　　11,500株 ６名

－ 2 －
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２．業務の適正を確保するための体制
　当社の取締役会が、内部統制システムの整備に関する基本方針について決議した事項は、当事業
年度末現在、以下のとおりであります。
（基本方針）

当社グループは、以下のグループ経営理念及び「顧客第一・法令遵守・基本重視・オープン・ア
クティブ・スピード」を行動規範として定め、企業活動を推進している。

さらに、当社グループの役員及び従業員は法令及び社会的規範に従い、リケングループ倫理規範、
社内諸規定、及び社会的良識に基づいて業務を遂行することを基本方針とする。
＜経営理念＞

・私たちは地球環境を守り、社会に貢献する一級企業市民であり続けます
・私たちは株主の資本を効率的に活用し、グローバルに企業価値を創造します
・私たちは知識の向上と技術の革新を心がけ、世界のお客様に感動を与える製品を提供します
・私たちは高い志と広い視野を持って、常に変革を遂げていきます

　当社は、この経営理念の下、適正な業務執行のための体制を整備し、運用していくことが重要な
経営の責務であると認識し、より一層適切なグループ内部統制システムとすべく、整備に努める。

－ 3 －
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⑴　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

⑵　従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　当社グループは、企業の存続のためにはコンプライアンス（法令遵守）の徹底が必要不可欠で
あると認識し、すべての役員及び従業員が法令及び社会的規範を遵守し、公正な倫理観に基づい
て行動し、広く社会から信頼される経営体制の確立に努める。

①　当社グループの取締役及び従業員が法令及び定款を遵守し、適正な事業活動を行う体制を構
築するため、当社グループ全体に適用する倫理規範及び行動指針を定める。

②　社会から信頼される経営体制を確立するため、社長直轄の全社委員会であるコンプライアン
ス委員会を設置し、コンプライアンスの定着と運用の徹底を図るために必要な諸活動を推進
する。

③　コンプライアンスの徹底を図るため、人事総務部は役員及び従業員へのコンプライアンス教
育を体系的計画的に実施する。

④　コンプライアンスに関する相談や不正行為等の通報のために、社外窓口を設置し、通報者の
保護を徹底した内部通報制度を運用する。

⑤　内部統制推進部内部監査室は、定期的に実施する内部監査を通じて、会社の業務実施状況の
実態を把握し、すべての業務が法令、定款及び社内諸規定に準拠して適正・妥当かつ合理的
に行われているか、また、会社の制度・組織・諸規定が適正・妥当であるかを調査・検証
し、監査結果を社長に報告する。

⑥　上記のコンプライアンスに関する活動については定期的に取締役会に報告する。

⑶　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　当社は、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が業務分掌及
び決裁基準に基づいて決裁した文書等法令及び文書管理規定に基づき、取締役の職務の執行に係
る情報を適正に記録し、定められた期間保存する。
①　法令及び文書管理規定に基づき、以下の文書（電磁的記録を含む）を関連資料とともに保存

する。
①－1 　法令に定めのある文書

・株主総会議事録（会社法第318条）、取締役会議事録（会社法第369条）

－ 4 －
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①－2 　文書管理規定に基づく文書
・経営会議議事録、技術委員会議事録、CSR委員会議事録、コンプライアンス委員会

議事録
・その他取締役が委員長、議長となる会議委員会議事録
・取締役が決裁者となる決裁書
・その他文書管理規定に定める重要な文書

②　上記文書について、法令に別段の定めのない限り、文書管理規定に基づき、文書毎に定めら
れた所管部門が文書管理を行う。

⑷　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社グループは、様々な損失の危険に対して、危険の大小や発生可能性に応じ、事前に適切な
対応策を準備する等により、損失の危険を最小限にすべく、組織的な対応について整備に努め
る。
①　当社グループ全体におけるリスク管理体制を構築し、適切なリスク対応を実施するため、リ

スク管理基本方針を含むリスク管理規定及び関連する規定類を定める。
②　CSR委員会の下に、リスク管理部会（部会長：経営企画部長）及びBCM部会（部会長：業

務管理部長）を設置し、リスク管理及び事業継続計画の定着と運用の徹底を図るために必要
な諸活動を推進する。

③　リスク管理規定に基づき、当社グループにおける事業機会リスク及び事業活動遂行リスクに
ついて、毎年リスクの発見と評価を行い、リスク対応計画を策定し、推進する。

④　大規模な事故、災害、不祥事等の未然防止を図るとともに、発生した場合には、社長（又は
社長が指名する者）を委員長とした危機対策本部を設置し、対応にあたる。

⑤　上記のリスク管理に関する活動については定期的に取締役会に報告する。

⑸　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社は、環境変化に対応するため、中期経営計画及び年度経営計画を策定、推進する。経営計
画の達成を目指し、日常的な取締役の業務執行の効率化に努める。
①　取締役の業務及び決裁権限について、組織規定、業務分掌規定、決裁基準規定で定める。
②　取締役会は経営の方針、法令で定められた事項その他経営に関する重要事項を決定し、取締

役の業務執行状況を監督する。
③　取締役会の下に、社長が議長を務める経営会議を設置し（原則として月２回実施）、取締役

会決議事項の事前審議を行うとともに、取締役会から委譲された権限の範囲内で当社業務の
執行及び施策の実施等について審議し、意思決定を行う。

－ 5 －
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⑹　当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
　当社は、関係会社も含めたリケングループとしての内部統制システムの構築を目指すととも
に、「関係会社管理規定」に基づき、各子会社の自主性を尊重しつつ、適切なグループ経営に努
める。
①　グループ経営として、経営理念や行動規範、コンプライアンスに係る規定マニュアルを関係

会社と共有するとともに、リケングループ経営計画を一体となって推進する。
②　国内関係会社については経営企画部が、海外関係会社については海外事業部が、各社の取締

役会への参加やヒアリング等を行い、経営の適法性・効率性の確認を実施する。
③　関係会社に対して内部統制推進部内部監査室が定期的に監査を実施する。
④　主要な関係会社については当社監査役が監査役に就任し、会計監査及び業務監査を実施す

る。

⑺　監査役の職務を補助する従業員について
　監査役からその職務を補助すべき専任の従業員について求めがある場合、監査役と事前に協議
の上、当該従業員を配置する。

⑻　前項の従業員の、取締役からの独立性に関する事項
　前項の従業員は、取締役から指揮命令を受けず、監査役の指揮命令下に置き、人事異動及び考
課については、事前に監査役に報告を行い、了承を得るものとする。

⑼　取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
　当社グループの取締役及び従業員は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実そ
の他事業運営上の重要事項を監査役に報告する。監査役に報告した役職員が、その報告を行った
ことを理由として、不利益な取り扱いを受けないこととし、その旨を周知徹底する。
　監査役に報告すべき事項及び報告の方法について、監査役と協議の上設定し、取締役及び従業
員は、適切な報告を実施する。
　また、監査役が出席又は資料を閲覧する会議委員会について、監査役と協議の上設定し、監査
役は、会議委員会に出席あるいは会議資料・議事録の閲覧を行う。

⑽　監査役の職務の執行について生じる費用等の処理に係る方針に関する事項
　監査役の職務の執行について生じる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行
について生ずる費用又は債務の処理等所要の費用の請求を監査役から受けた場合は、監査役の職
務の執行に明らかに必要ないと認められる場合を除き、その費用を負担する。

－ 6 －
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⑾　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査役は社長と相互の意思疎通を図るため、定期的な会合をもつとともに、内部統制推進部内
部監査室、会計監査人、関係会社監査役と連携を保ち、監査役の監査の実効性確保に努める。

⑿　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社は、上記の業務の適正を確保するための体制について、内部統制システムの整備及び運用
状況について内部監査等を通じて継続的に確認を行っており、取締役会に四半期毎に報告してお
ります。内部監査の結果判明した問題点について是正措置を行い、より適切な内部統制システム
の運用に努めております。
　当連結会計年度に実施した当社グループにおける内部統制システムの運用状況は以下のとお
りであります。
①　コンプライアンスに関する取組み

　当社は、社長直轄の全社委員会であるコンプライアンス委員会を年２回開催し、コンプライ
アンスの定着と運用の徹底を推進しております。
　また、コンプライアンスに関する相談や不正行為等の通報のために社外窓口を設置し、通報
者を保護した内部通報制度を運用し、取締役会に四半期毎に報告しております。
　加えて法務研修会により役職員のコンプライアンス意識の浸透を図っております。

②　リスク管理体制の強化
　当社はグループ全体におけるリスク管理体制を構築し、適切なリスク対応を実施するため、
CSR委員会の下にリスク管理部会とBCM部会を設置し、リスク管理及び事業継続計画の定着
と運用の徹底を図っております。

③　監査役の監査体制
　監査役は社長と相互の意思疎通を図るため、定期的な会合を持っております。また、内部統
制推進部内部監査室、会計監査人とは四半期毎の定期会合に加え随時打合せを行うなど、監査
役監査の実効性確保に努めております。

－ 7 －
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連結株主資本等変動計算書
（2018年４月１日から　2019年３月31日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 期 首 残 高 8,573 7,003 54,957 △3,672 66,862

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,428 △1,428

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 4,979 4,979

自 己 株 式 の 取 得 △5 △5

自 己 株 式 の 処 分 22 162 184

非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動 △20 △20

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － 2 3,551 157 3,711

当 期 末 残 高 8,573 7,005 58,509 △3,515 70,573

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
新株予約権 非 支 配

株 主 持 分 純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

繰延ヘッジ
損 益

為 替 換 算
調 整 勘 定

退 職 給 付
に 係 る 調 整
累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 1,110 △22 △55 4,103 5,134 283 5,047 77,328

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,428

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 4,979

自 己 株 式 の 取 得 △5

自 己 株 式 の 処 分 184

非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動 △20

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) △912 △8 △1,089 △2,163 △4,175 △9 398 △3,785

当 期 変 動 額 合 計 △912 △8 △1,089 △2,163 △4,175 △9 398 △74

当 期 末 残 高 197 △31 △1,145 1,939 959 274 5,445 77,253

－ 8 －
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連結注記表
（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

２．連結の範囲に関する事項
⑴　連結子会社の状況

連結子会社の数…………………21社
主要な連結子会社の名称………㈱リケンキャステック

P.T.パカルティリケンインドネシア
理研汽車配件（武漢）有限公司
リケンメキシコ社
リケンオブアメリカ社
ユーロリケン社

⑵　非連結子会社の状況
非連結子会社の数………………１社
非連結子会社の名称……………アムテックリケン社

小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等
は、連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、現時点では連結の
範囲から除外しております。

－ 9 －
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３．持分法の適用に関する事項
⑴　持分法適用の関連会社の状況

持分法適用の関連会社の数……………３社
持分法適用の関連会社の名称…………台湾理研工業股份有限公司

サイアムリケン社
シュリラムピストンアンドリング社

⑵　持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況
持分法適用していない主要な関連会社の名称……八重洲貿易㈱

持分法非適用会社は、当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が
軽微であり、かつ全体としても重要性がないため持分法の適用から
除外しております。

４．連結子会社の事業年度等に関する事項
　リケンコーポレーションオブアメリカ社、リケンオブアメリカ社、リケンメキシコ社、ユーロリケン社、
P.T.パカルティリケンインドネシア、理研汽車配件（武漢）有限公司、理研密封件（武漢）有限公司、PT.リ
ケンオブアジア、リケンセールスアンドトレーディング（タイ）社の決算日は2018年12月31日であります。
連結計算書類作成においては、同日現在の決算計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引等に
ついては連結上必要な調整を行っております。

５．会計方針に関する事項
⑴　重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券
満期保有目的の債券…………………償却原価法（定額法）によっております。
その他有価証券

時価のあるもの……………………決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額を全部純資産直入
法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっておりま
す。

時価のないもの……………………移動平均法による原価法によっております。
②　たな卸資産…………………………主として移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの

方法）によっております。
③　デリバティブ………………………時価法

－ 10 －
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⑵　重要な減価償却資産の減価償却の方法
有形固定資産…………………
（リース資産を除く）

主として定率法によっております。
ただし、1998年４月１日以降取得した建物（建物附属設備を除く）並び
に2016年４月１日以降取得した建物附属設備及び構築物については、定
額法を採用しております。耐用年数及び残存価額については、主として法
人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

無形固定資産…………………
（リース資産を除く）

定額法によっております。耐用年数については、主として法人税法に規定
する方法と同一の基準によっております。
なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期
間（５～10年）に基づく定額法を採用しております。

リース資産……………………所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己
所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リ
ース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によってお
ります。

⑶　重要な引当金の計上基準
貸倒引当金……………………貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については、財務内容評価法により計上しております。
賞与引当金……………………従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額

のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。
環境対策引当金………………当社及び国内連結子会社は、ポリ塩化ビフェニル（PCB）の処分等に係る

支出に備えるため、合理的に見積ることができる支出見込額を計上してお
ります。

製品保証引当金………………電波暗室事業で今後発生が予想される補修工事に係る支出に備えるため、
合理的に見積ることができる支出見込額を計上しております。

⑷　退職給付に係る会計処理の方法
①　退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい
ては、給付算定式基準によっております。

②　過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法
　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）により費用処理
しております。
　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（10～13年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することと
しております。

－ 11 －
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⑸　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　在外子会社等の資産及び負債は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均
相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて
おります。

⑹　ヘッジ会計の処理
ヘッジ会計の方法……………繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約取引については、振

当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップについては
特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。

ヘッジ手段……………………為替予約及び金利スワップ
ヘッジ対象……………………外貨建営業債権及び借入金利息
ヘッジ方針……………………デリバティブ取引についての基本方針は経営会議で決定され、取引権限及

び取引限度額を定めた社内管理規定を設け、為替変動リスク及び金利変動
リスクを回避する目的で、為替予約取引及び金利スワップ取引を利用する
こととしております。

ヘッジ有効性評価の方法……金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているため、ヘッジ有
効性判定を省略しております。また、為替予約についても、将来の取引予
定（輸出等）に基づくものであり、実行の可能性が極めて高いため有効性
の判定を省略しております。

⑺　消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

（表示方法の変更）
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）を当連結会計
年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示す
る方法に変更しております。

－ 12 －
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（連結貸借対照表に関する注記）
１．有形固定資産の減価償却累計額 88,820百万円
２．偶発債務

従業員住宅ローン保証残高 ８百万円

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．発行済株式に関する事項

当連結会計年度
期首株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 当連結会計年度末

株式数（株）

普通株式 10,648,466 － － 10,648,466

２．自己株式に関する事項
当連結会計年度

期首株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 当連結会計年度末
株式数（株）

普通株式 817,335 1,034 36,218 782,151
（注）普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取り1,034株によるものです。
　　　普通株式の自己株式の減少36,218株は、譲渡制限付株式報酬としての処分によるもの等であります。

３．新株予約権に関する事項（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）

会社名 内訳 目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株）

当連結会計
年度期首 増加 減少 当連結会計

年度末

当社 ストックオプションと
しての新株予約権 普通株式 73,700 0 8,400 65,300

（注）減少の内訳は権利行使によるものが8,400株です。

－ 13 －
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４．配当に関する事項
⑴　配当金支払額

決議 株式の
種類

配当金の
総額
(百万円)

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日

2018年６月22日
定時株主総会 普 通 株 式 737 75.00 2018年３月31日 2018年６月25日

2018年11月13日
取締役会 普 通 株 式 690 70.00 2018年９月30日 2018年12月６日

⑵　当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
2019年６月21日定時株主総会に下記議案が付議されております。

決議 株式の
種類

配当の
原資

配当金の
総額

（百万円）

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日

2019年６月21日
定時株主総会 普通株式 利益

剰余金 690 70.00 2019年３月31日 2019年６月24日

（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項

⑴　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、資金運用については原則として短期的な預金等とし、また、資金調達については主に
銀行等の金融機関借入による方針です。デリバティブは、借入金の金利変動リスク及び売掛金等の為替変
動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行っておりません。

⑵　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関して
は、当社グループの与信管理規定に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行う体制としておりま
す。
　有価証券である譲渡性預金につきましては、元本欠損リスクが僅少であるため、そのリスクが当社グル
ープに与える影響は軽微であります。また、投資有価証券である株式につきましては、市場価格の変動を
モニタリングしています。
　営業債務である支払手形及び買掛金につきまして、その支払期日は１年以内がほとんどであります。
　長期借入金（原則として５年以内）は主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の
変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避
し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引（金利スワップ取引）をヘッジ手段
として利用しております。

－ 14 －
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　ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定
をもって有効性の評価を省略しております。
　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規定に従って行っており、また、デ
リバティブの利用にあたっては信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行ってお
ります。

２．金融商品の時価等に関する事項
　2019年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含まれておりません。

（単位：百万円）
連結貸借対照表
計上額（＊1） 時価（＊1） 差額

⑴　現金及び預金 9,989 9,989 －

⑵　受取手形及び売掛金 20,445 20,445 －

⑶　有価証券及び投資有価証券

関係会社株式 3,451 7,765 4,313

その他有価証券 6,730 6,730 －

⑷　支払手形及び買掛金 (11,849) (11,849) －
⑸　長期借入金（1年内返済予定の
　　長期借入金含む） (10,000) (9,999) 0

⑹　デリバティブ取引（＊2） (28) (28) －

（＊1）　負債に計上されているものについては、（　）で示しております。
（＊2）　デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示されており、合計で正味の債務とな

る項目については、（　）で示しております。

（注）１　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
⑴　現金及び預金、及び⑵　受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。

⑶　有価証券及び投資有価証券
株式は取引所の価格によっております。譲渡性預金は、短期間で決済されるものであるため、時価
は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

－ 15 －
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⑷　支払手形及び買掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。

⑸　長期借入金（1年内返済予定の長期借入金含む）
借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り
引いて算定する方法によっております。変動金利による借入金は金利スワップの特例処理の対象
とされており（下記⑹参照）、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様
の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によってお
ります。

⑹　デリバティブ取引
為替予約取引の時価については、取引金融機関から提示された価格によっております。
なお、金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処
理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
（上記⑸参照）

　(注)　２　非上場株式等（連結貸借対照表計上額72百万円）及び非上場関係会社株式（連結貸借対照表計上額
8,046百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることができず、時価を把
握することが極めて困難と認められるため、「⑶　有価証券及び投資有価証券」には含めておりませ
ん。

（１株当たり情報に関する注記）
１．１株当たり純資産額 7,250円22銭
２．１株当たり当期純利益 505円32銭
３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益 501円91銭

（注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は次の
とおりであります。

１株当たり当期純利益
親会社株主に帰属する当期純利益 4,979百万円
普通株主に帰属しない金額 －百万円
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 4,979百万円
普通株式の期中平均株式数 9,855千株

潜在株式調整後１株当たり当期純利益
普通株式増加数 66千株

－ 16 －
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（重要な後発事象に関する注記）
　該当事項はありません。

（その他の注記）
　減損損失

以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

用途 種類 場所 金額（百万円）

自動車部品製造設備 建物及び構築物 新潟県柏崎市 76
自動車部品製造設備 機械装置及び運搬具 新潟県柏崎市 197
自動車部品製造設備 その他 新潟県柏崎市 9

合計 282
（経緯）
　自動車部品製造設備については、鋳造事業において、収益性の低下等により「固定資産の減損に係る会
計基準」に基づく減損の兆候が認められたことから、減損損失を認識しました。
（グルーピングの方法）
　自動車部品製造設備については、当該製造を行う当社事業部を独立したキャッシュ・フローを生み出す
単位としてグルーピングしております。
（回収可能価額の算定方法等）
　正味売却価額により測定しており、第三者により合理的に算定された評価額を基礎として評価しており
ます。

－ 17 －

連結注記表



2019/05/22 22:01:37 / 18483405_株式会社リケン_招集通知（Ｆ）

株主資本等変動計算書
（2018年４月１日から　2019年３月31日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金
自己
株式

株主
資本
合計

資本
準備金

その他資
本剰余金 資本

剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金 利益
剰余金
合計自己株式

処分差益
配当引当
積立金

海外事業
積立金

圧縮記帳
積立金

買換資産
圧縮積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 8,573 6,604 － 6,604 1,457 4,000 10,000 14 41 5,500 8,383 29,397 △3,672 40,903
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,428 △1,428 △1,428
当 期 純 利 益 3,138 3,138 3,138
自己株式の取得 △5 △5
自 己 株 式 の 処 分 22 22 162 184
圧縮記帳積立金の取崩 △1 1 － －
買 換 資 産 圧 縮
積 立 金 の 取 崩 △2 2 － －
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 (純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － 22 22 － － － △1 △2 － 1,714 1,710 157 1,890
当 期 末 残 高 8,573 6,604 22 6,626 1,457 4,000 10,000 13 39 5,500 10,097 31,107 △3,515 42,793

評 価 ・ 換 算 差 額 等
新 株 予 約 権 純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 1,103 △3 1,100 283 42,286
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,428
当 期 純 利 益 3,138
自己株式の取得 △5
自 己 株 式 の 処 分 184
圧縮記帳積立金の取崩 －
買 換 資 産 圧 縮
積 立 金 の 取 崩 －
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 (純 額 ) △901 △16 △917 △9 △926

当 期 変 動 額 合 計 △901 △16 △917 △9 963
当 期 末 残 高 202 △19 182 274 43,250

－ 18 －
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個別注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

２．資産の評価基準及び評価方法
⑴　有価証券

満期保有目的の債券…………………償却原価法（定額法）によっております。
子会社株式等及び関連会社株式……移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券

時価のあるもの……………………決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入
法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっておりま
す。

時価のないもの……………………移動平均法による原価法によっております。

⑵　たな卸資産……………………………移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に
よっております。

３．固定資産の減価償却の方法
有形固定資産…………………定率法によっております。
（リース資産を除く）　　　ただし、1998年４月１日以降取得した建物（建物附属設備を除く）並びに

2016年４月１日以降取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
を採用しております。耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定す
る方法と同一の基準によっております。

無形固定資産…………………定額法によっております。
（リース資産を除く）　　　耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっており

ます。
なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間
（５～10年）に基づく定額法を採用しております。

リース資産……………………所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所
有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。所
有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース
期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっておりま
す。

－ 19 －
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４．引当金の計上基準
貸倒引当金……………………貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については、財務内容評価法により計上しております。
賞与引当金……………………従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額の

うち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
退職給付引当金………………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき計上しております。年金資産見込額が退職給付債
務見込額に未認識数理計算上の差異を加減した額を下回る場合には、当該差
異を退職給付引当金として計上し、上回る場合には当該超過額を前払年金費
用として計上しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（10年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発
生の翌事業年度から費用処理しております。
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理
額の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異
なっております。

環境対策引当金………………ポリ塩化ビフェニル（PCB）の処分等にかかる支出に備えるため、合理的に
見積ることができる支出見込額を計上しております。

－ 20 －
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５．ヘッジ会計の処理
ヘッジ会計の方法……………繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約取引については、振当

処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップについては特例
処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。

ヘッジ手段……………………為替予約及び金利スワップ
ヘッジ対象……………………外貨建営業債権及び借入金利息
ヘッジ方針……………………デリバティブ取引についての基本方針は経営会議で決定され、取引権限及び

取引限度額を定めた社内管理規定を設け、為替変動リスク及び金利変動リス
クを回避する目的で、為替予約取引及び金利スワップ取引を利用することと
しております。

ヘッジ有効性評価の方法……金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているため、ヘッジ有効
性判定を省略しております。また、為替予約についても、将来の取引予定
（輸出等）に基づくものであり、実行の可能性が極めて高いため有効性の判
定を省略しております。

６．消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

（表示方法の変更）
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）を当事業年度から
適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
更しております。

－ 21 －
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（貸借対照表に関する注記）
１．有形固定資産の減価償却累計額 65,129百万円
２．偶発債務

従業員住宅ローン保証残高 8百万円
３．関係会社に対する金銭債権

短期金銭債権 6,699百万円
４．関係会社に対する金銭債務

短期金銭債務 5,792百万円

（損益計算書に関する注記）
１．関係会社との取引高

営業取引による取引高
売上高 18,077百万円
仕入高 21,799百万円
販売費及び一般管理費 246百万円

営業取引以外の取引による取引高 1,641百万円

（株主資本等変動計算書に関する注記）
１．自己株式の種類及び株式数に関する事項

当事業年度
期首株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 当事業年度末

株式数(株)
普通株式 817,335 1,034 36,218 782,151

（注）普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取り1,034株によるものです。
普通株式の自己株式の減少36,218株は、譲渡制限付株式報酬としての処分によるもの等であります。

－ 22 －
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（税効果会計に関する注記）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
賞与引当金 369百万円
未払費用 90百万円
未払事業税 29百万円
たな卸資産評価引当金 115百万円
退職給付引当金 2,385百万円
減価償却 919百万円
関係会社株式評価損 400百万円
その他 286百万円
小計 4,596百万円
評価性引当額 △913百万円

繰延税金資産合計 3,682百万円

繰延税金負債
退職給付信託設定益 △1,265百万円
買換資産圧縮積立金 △17百万円
圧縮記帳積立金 △5百万円
その他有価証券評価差額金 △114百万円

繰延税金負債合計 △1,403百万円
繰延税金資産の純額 2,279百万円

－ 23 －

個別注記表



2019/05/22 22:01:37 / 18483405_株式会社リケン_招集通知（Ｆ）

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳

　法定実効税率 30.5％
　（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △11.5％
住民税均等割額 0.6％
評価性引当額の増減 0.2％
試験研究費特別控除 △2.8％
外国源泉税 2.5％
源泉税 △1.4％
投資有価証券売却益 3.3％
その他 0.2％

　税効果会計適用後の法人税等の負担率 21.9％
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（関連当事者との取引に関する注記）
　１．子会社及び関連会社

属性 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合

関係内容
取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）役員等の

兼任等
事業上の

関係

子会社 ㈱リケン
キャステック

所有
直接100.0％ 有

自動車用鋳造
部品等の製造
委託

当社製品の
製造委託 7,757 買掛金 715

子会社 理研機械㈱ 所有
直接92.3％ 有 自動車関連部

品の加工委託 資金の預り － 預り金 787
(※)

子会社 日本メッキ工業㈱ 所有
直接64.1％ 有

ピストンリン
グの表面処理
加工委託

資金の預り － 預り金 1,016
(※)

子会社 理研商事㈱ 所有
直接100.0％ 有

ピストンリン
グ及び自動車
関連部品の販
売委託

当社製品の
販売委託 2,734 売掛金 645

子会社 リケンオブ
アメリカ社

所有
間接100.0％ 有 当社製品の米

国地区の販売
当社製品の
販売委託 5,731 売掛金 1,425

子会社 リケンメキシコ社 所有
間接100.0％ 有

自動車関連部
品製造法の技
術援助

当社製品の
販売委託及び
設備の販売

1,987 売掛金 1,438

子会社 ユーロリケン社 所有
直接100.0% 無 当社製品の欧

州地区の販売
当社製品の
販売委託 2,640 売掛金 678

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており
ます。ただし※の期末残高には消費税等は含まれておりません。

２．製品の販売及び購入について、価格等の取引条件は市場の実勢価格等を参考にして価格交渉の上で決
定しております。

３．資金の預り・貸付について、当社はグループ内の資金を一元管理しております。基本契約に基づ
き、残高が毎日変動するため、期末残高のみを記載しております。なお、金利については市場金利
を勘案して決定しております。
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（１株当たり情報に関する注記）
１．１株当たり純資産額 4,355円82銭
２．１株当たり当期純利益 318円50銭
３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益 316円35銭
　（注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は次の

とおりであります。
１株当たり当期純利益

当期純利益 3,138百万円
普通株主に帰属しない金額 －百万円
普通株式に係る当期純利益 3,138百万円
普通株式の期中平均株式数 9,855千株

潜在株式調整後１株当たり当期純利益
普通株式増加数 66千株

（重要な後発事象）
　該当事項はありません。
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